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► 今号の表紙：新年 ◄

「雲海の彼方に昇る朝日に、

インスペクションの夜明けを見た！」
（撮影者：北海道エリア部会古田昌之さん）

北海道毛無峠（けなしとうけ）で撮影した朝日だそ

うです。清々しい気持ちになる素敵な一枚ですね。

次号でも会報誌の表紙を飾る写真を、会員の皆さ

まから募集しますので、ふるってご応募ください。

一部改正された宅地建物取引業法の施行を翌年に控

えた2017年は、国土交通省が推進する中古（既存）住宅

の診断員「既存住宅状況調査技術者」の養成が進みまし

た。育成を担う5団体における資格取得者数は、 10月

31 日時点で 1万8,546人（「リフォーム産業新聞」 1288号

2017年 11月 14日発行）。年度末には2万4,600人になる

見込みです。これは、年間500万件の中古住宅取引が

ある米国のインスペクター数を上回る人員であり、いくら

なんでも過剰といえます。

そもそも、たった一日の研修を受けただけで、まとも

なインスペクションが行われるとは到底考えられず、や

がて各所で問題、トラブルが起きるであろうことは、現

場を知るみなさまには自明のことでしょう。「インスペク

ションの説明義務化」に伴う制度設計には不備が多く、

おそらく国が意図したような効果が発揮されることはない

と思われます。

当協会は、こうした国が設計した制度とは一線を画し、

日本の人と不動産の関係にとって本当に必要なホームイ

ンスペクション（住宅診断）を追求、やがては当協会のス

タンスを日本におけるスタンダードとして定着させること

を企図しています。

2017年9月には、ホームインスペクターが規定の研修

（有料）を修了することで、「不動産の施工に関する紛争」

におけるADR（裁判外紛争解決制度）を実施する調停人

となれるよう、一般社団法人日本不動産仲裁機構に協力

団体として加盟しました（詳細は次ページの「クロストー

ク」をお読みください）。 11月には、当協会会員のホーム

インスペクション調査時における「業務中の見落とし」を

対象に含む、新しいタイプの賠償責任保険を導入するな

ど、みなさまの仕事の幅を広げる、よりやりやすくするた

めの施策を実現してきました。

2018年4月にはいよいよ改正宅建業法が施行され、

ホームインスペクションが国民の多くに知られることにな

ります。理事・事務局ともにいっそう気を引き締め、ある

べき不動産市場を模索、追求しつつ、さらに充実した協

会運営を行ってまいります。会員の皆さまにおかれまし

ては、引き続き、ご指導・ご協力のほど、よろしくお願い

いたします。

特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会

理事長長嶋修
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